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専門調査会における議論の整理

平 成 １ ９ 年 ４ 月 ２ ４ 日

行政改革推進本部専門調査会

座 長 佐 々 木 毅

本専門調査会は、公務員の人事管理制度の骨格についての議論なしに

その任務を果たし得ないとの認識に立ちつつ、以下のような議論の整理

を行う。

（改革の必要性）

○ 国民の公務員に対する信頼は揺らいでいる。公務員については、年

功序列的人事、縦割り意識、サービス意識の欠如、業務効率の低下な

どが指摘され、国民の公務部門を見る目は厳しくなっている。

○ 公務員の労使関係については、長年の積み重ねにより労使間におい

て良好な関係が築かれているとの見方もある。しかし、人事管理の甘

さ、労働組合との覚書問題などへの国民の不信感も強く、主権者であ

る国民への説明責任は不十分である。

○ このような現状を放置していては、公務部門が永続的な国民の信頼

を得ていくことはできない。このことは、社会的インフラともいえる

公務部門に優秀な人材を集めることができなくなるという深刻な事態

をも招きかねず、国民生活や国の国際競争力にも重大な影響を与える。

したがって、国民や社会の要請に応えうる質の高い行政を確保するた

めに、公務員制度の改革に直ちに取り組む必要がある。
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（改革の方向）

○ 公務員制度を改革するには、主権者である国民の目線にたって議論

する必要がある。また、官と民の役割分担とともに、政と官との関係

を踏まえて検討しなければならない。

○ 人事管理のあり方については、根本的な意識・制度改革が必要であ

る。特に、国家公務員の人事管理体制は、人事院、総務省、財務省等

に分かれ、使用者として一元的に責任を果たす組織がない、若しくは

内閣総理大臣の下で最終的な使用者責任をとる立場の者がいないなど

の問題がある。これでは国民に対する説明責任が果たせない。この点

は労働基本権制約の見直しに関わらず議論すべきである。

○ 公務員の労働基本権の制約については、国民主権、財政民主主義等

を根拠として必要やむをえない限度で制限を加えることに充分合理的

な理由があるとした全農林警職法事件最高裁判決があり、判例として

定着している。しかし、この判決は、現行制度は憲法違反ではない旨

を判断したものである。この間労使関係をめぐる環境も変化している。

現時点において改めて、制約理由の意義を捉え直す必要がある。

○ 公務員の勤務条件の基本は国民の代表者により構成される国会が定

める法律、予算によるべきであるとの判決の考え方は今日においても

妥当であるが、公務員の地位の特殊性、職務の公共性、市場の抑止力

については議論が分かれた。

○ このような観点から、公務員制度について、国民の視点にたって改

革すべき点が多々ある。労働基本権を含む公務員の労使関係の問題に

ついても、改革の方向で見直すべきである。
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（今後の作業）

○ 専門調査会では、「論点の柱立て」に沿って第１周目の議論を行っ

てきたが、今後、第２周目の議論を行い、「『簡素で効率的な政府』

における公務の範囲及びそれを担う従事者の類型化とそれぞれのあり

方」「国民主権・財政民主主義の原理と労使関係のあり方」「労働基

本権を含む労使関係のあり方」等について更に検討を進める。

○ 第１周目の議論において十分に検討できなかった公務員の類型化に

関する課題については、仮に類型化を行うとすると、職務の性質によ

る類型化とは別に、例えばドイツの官吏と非官吏のように公務員の種

類による類型化も可能であり、引き続き検討を行う。

○ 公務員の労働基本権のあり方については、今後、更に具体的な議論

が必要なことから、労働基本権を付与した場合の具体的仕組みや諸課

題の検討を、以下の項目を中心に専門調査会シミュレーション検討グ

ループ（以下「検討グループ」という。）で集中的に行う。専門調査

会においては、検討グループの検討結果を踏まえ、可能な限り意見集

約に向けた議論を行う。

・ 団結権については、制限の必要性、付与した場合の影響等に関し検

討する。

・ 団体交渉権・団体協約締結権については、付与する職員の範囲、協

約締結事項の範囲、交渉の当事者、団体協約の効力、交渉不調の場合

の調整方法、人事院・人事委員会のあり方など付与した場合の具体的

仕組みに関する複数のパターンを検討する。

・ 争議権については、付与した場合の国民生活への影響等に関し検討

する。


